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国立大学医学部長会議からの要望書 

 

 

内閣総理大臣  鳩山 由紀夫 殿 

財務大臣    藤井 裕久 殿 

厚生労働大臣  長妻  昭 殿 

文部科学大臣  川端 達夫 殿 

文部科学副大臣 鈴木  寛 殿 

厚生労働大臣政務官 足立 信也 殿 

 

国立大学医学部長会議（全国 42 大学）     

常置委員会                 

委員長  安田 和則（北海道大学） 

副委員長 馬場 忠雄（滋賀医科大学） 

顧問   前川 剛志（山口大学） 

常任幹事 清水 孝雄（東京大学） 

常任幹事 大野 喜久郎（東京医科歯科大学） 

常任幹事 中谷 晴昭（（千葉大学） 

委員   嘉山 孝正（山形大学） 

委員   内山 聖 （新潟大学） 

委員   宮脇 利男（富山大学） 

委員   玉置 俊晃（徳島大学） 

委員   松山 俊文（長崎大学） 

委員   寺尾 俊彦（浜松医科大学） 

委員   原田 信志（熊本大学） 

  

国立大学医学部長会議は昭和 29 年の設立以来、優れた医師の育成を通して国民に良質

な医療を提供するという責任を果たすために、我が国における医学の教育、研究等に係る

重要な諸問題について、中立の立場から政府に対して良識と学識に基づく提言を行って

きました。特に近年、厚生労働省が制定した新卒後臨床研修制度の施行を直接的引き金

として始まった医療崩壊という国家的大問題に関しては、これを解決すべく時の政府に

対して繰り返し提言を行ってまいりました。しかしこれまで、その政策にいくつかの修

正があったものの、本質的な政策の修正や追加は行われませんでした。最近では、医学

部入学者定員増のみが行われる中で教育の質の維持への措置はなされず、地域枠の導入

はむしろ問題を複雑化させております。このまま、教育の質を維持するための措置がな

されることなく医学部入学者定員増のみが行われることになれば、日本の高い医療レベ
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ルを支えてきた質の高い医学教育は一気に瓦解し、医療崩壊に加えて本邦の医学教育崩

壊が発生することは明らかです。一度、そのような事態になれば、その再建には数十年

を要するでありましょう。国立大学医学部長会議はこの事態を座視することはできず、

この度の国政選挙においては、我々の提言の本質にご理解いただいた民主党に対して、

その更なる深いご理解と実施をお願い致してきたところであります。国政選挙終了後の

社会の動きを踏まえ、国立大学医学部長会議は新政府に対してこれまでの要望に加えて

いくつかの補足を追加した要望書をここに提出し、そのご理解と実施をお願い申し上げ

る次第です。 

 

１）現在、本邦の人口 1，000 人当たりの医師数は、OECD 加盟 30 か国中 26 位の低水準

にあり（資料１、２）、この人口当たりの医師数を国際水準まで引き上げるべきであ

る。そのためには国立大学医学部入学定員を計画的に増員する必要がある。この医学

部学生定員の増員に関しては、医学部における医学生の教育の質を維持することが絶

対的必要条件である。それには学生当たりの医学部教職員数を国際水準まで増員し、

また定員増に見合った教育経費および教育施設整備の措置が必要である。現在、日本

の高等教育費は OECD 加盟 30 カ国中 28位という低水準にある（資料３）。このまま医

学部学生定員の増員のみが行われた場合は、医学生の教育の質を維持することは困難

であり、近い将来に日本の医学教育および研究、ひいては日本の医療は確実に崩壊す

ると考えられる（資料４）。これを避けるためには、昭和 31年に制定された大学設置

基準（資料５）を見直し、高等教育費を国際水準に増額することを要望する。 

  なお医学部入学定員増が緊急かつ暫定的に実施される場合においても、教育経費お

よび教育施設整備等の措置は必須である。緊急暫定措置におけるおよその目処として、

学生 1名の増に対して教育経費 1000 万円および正規教員１名の増、および増加した

学生を含む全学生に対して適正な教育を行える教室・実習室・設備の拡充・充実など

の措置が挙げられる。なおこれらの暫定措置は、その後に行われる上記の国際的視点

からの検討によって適正に補正される必要があることは言うまでもない。 

 

２）医学部学生定員の増員方法に関して、メディカルスクールを設置しようとする構想

があるが、国立大学医学部長会議はメディカルスクール構想に反対する。この構想は

最終的に育成される医師の質を考えることなく、医師数の増加のみを安易に企図する

ものであり、 質の悪い医師の濫造、医師の二層構造化につながる危険性が高い（資

料６）。 

 

３）近代医学医療が始まって以来、本邦では多くの医師免許証を持つ研究医がその特性

を生かした優れた基礎的研究を行い、また質の高い医学教育を行って本邦の進んだ医

療を支えてきた。しかるに現在、本邦では基礎医学・社会医学、臨床医学のいずれの
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領域においても医師免許証を持つ研究医の不足が深刻な問題であり、10年後には基

礎的医学研究・教育を行う医系教員を確保できなくなる可能性が高い。医療の質はこ

の基礎的医学研究によって支えられており、日本の基礎的医学研究の崩壊は、その後

まもなく日本の医療の質の低下をもたらすことになる。一度この状況に陥れば、いか

なる措置を行ってもその回復には数十年を要する。そのような状況を回避するために、

医学部に起点を置く研究医養成のための具体的施策を直ちに進めるべきである。なお、

この施策に係わる奨学金等の財源は、本邦の国民の医療の質を担保するための費用と

して国費から措置されるべきである。 

 

４）大学病院の借入金（医学部のある 42国立大学全体で 1,003,511,324,000 円）を解

消し、また大学病院への運営費交付金の増額を要望する。本来、国立大学が法人化さ

れた時に解消すべきであった借入金を、現在、国立大学では教職員が働いた大学病院

の収入（医療費）から返済しており、国立大学法人経営の大きな足枷となっている（資

料７、８）。また各地域医療において「最後の砦」病院の役割を努める大学病院への

運営費交付金はこの６年間で 584億円から 207億円にまで減額された（資料９）。こ

れがキャッシュフローでみた場合の国立大学病院の赤字と教員（医師）の過重労働に

つながっている（資料 10）。この要望が実現すれば各大学病院は経営の健全化、医師

の増員と待遇改善、学生・研修医教育の質の向上、地域医療支援機能の拡大が見込ま

れ、医療崩壊の阻止のみならず、医学教育の質の向上にも貢献できる。 

 

５）上記の状況の根底にある低医療費政策を改め、医療費を国際水準まで引き上げるべ

きである。現在の医療崩壊の根底にある原因の一つは、日本の医療費が国際的にみて

先進国（OECD 加盟 30 カ国）の中で 21 位と低位にあるという事実にあり（資料 11）、

この事実を国民に提示し、本質に迫る政策の議論を行うべきである。医療費を先進国

並に増額しなければ医療崩壊はさらに進行すると考える。 

 

６）これらの提言は総てが関連を持っており、総てが実施されるべきである。一部のみ

の実施は効果を持たず、むしろ事態を悪化させる可能性があることを強調したい。 

 

（平成 21年 10月 22日）
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